
議案第１９号 

 

   北名古屋市介護保険条例の一部改正について 

 

北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるも

のとする。 

 

  令和３年２月２５日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、介護保険料の算定基準の見直しを行い、介護保

険事業の適正な運営を図るため、本条例の一部を改める必要があるからで

ある。 

 

 



   北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市介護保険条例（平成１８年北名古屋市条例第１１５号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「平成３０年度から令和２年度」を

「令和３年度から令和５年度」に改め、同項第１号中「２７，９００円」 

を「２９，１９０円」に改め、同項第２号中「３６，２７０円」を「３７， 

９４７円」に改め、同項第３号中「４１，８５０円」を「４３，７８５円」 

に改め、同項第４号中「４６，３１４円」を「４８，４５５円」に改め、

同項第５号中「５５，８００円」を「５８，３８０円」に改め、同項第６

号中「６９，７５０円」を「７２，９７５円」に改め、同号ア中「第３５

条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「

とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０」を加え、同項第７号

中「７２，５４０円」を「７５，８９４円」に改め、同号ア中「２００万 

円」を「２１０万円」に改め、同項第８号中「８３，７００円」を「８７， 

５７０円」に改め、同号ア中「３００万円」を「３２０万円」に改め、同

項第９号中「９４，８６０円」を「９９，２４６円」に改め、同項第１０

号中「１０３，２３０円」を「１０８，００３円」に改め、同条第２項中 

「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１６， 

７４０円」を「１７，５１４円」に改め、同条第３項中「令和２年度の」

を「令和３年度から令和５年度までの各年度における」に、「２７，９０

０円」を「２９，１９０円」に改め、同条第４項中「令和２年度の」を「 

令和３年度から令和５年度までの各年度における」に、「３９，０６０円」 

を「４０，８６６円」に改める。 

 附則に次の３項を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

９ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年

度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号



ア、第８号ア、第９号ア及び第１０号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得

及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額につ

いては、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３

５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を

控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によるも

のとし、租税特別措置法」とする。 

１０ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」

と読み替えるものとする。 

１１ 第９項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用 

する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」 

と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、令和３年度以降の年度分の保険料について

適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

 


